
第第11111111111章章 基本的な考え方

１┃計画策定の趣旨
　健康は、個人が生涯を通じて生き生きと暮らしていくため、また、将来にわたって活
力ある地域社会を構築していくためにも欠かせないものです。
　個人が健康であるためには、まず県民一人ひとりが主体的に心身の健康づくりに取組
むことが大切です。そしてその個人の取組を社会全体で支えるための仕組みを充実する
必要があります。
　県では、平成２３（２０１１）年４月に施行した「健康づくり推進条例」（以下「条例」と
いう。）に基づき、「からだ」「歯及び口腔」「こころ」の三つの柱を中心として健康づく
りを進めることとしました。平成２４（２０１２）年には、条例に基づき、基本計画である
「健康づくり推進プラン（第１次）」（以下「第１次プラン」という。）を定め、さらに平
成２５（２０１３）年には実施計画である「健康づくり推進実施計画（第１次）」（以下「第１
次計画」という。）を定めて、健康づくりの取組を進めてきたところです。
　その結果、健康寿命が延伸するなど成果があがる一方で、依然として平均寿命と健康
寿命の差である不健康な期間は、男性１．４４年、女性３．１９年（いずれもＨ２７年値）となっ
ています。この期間を短縮するという課題があるほか、社会背景のなかで、新たに生じ
てきた課題もあります。
　こうした課題に対応するため、平成２８（２０１６）年度に第１次プランの見直しを行い、
平成２９（２０１７）年４月には、「健康づくり推進プラン（第２次）」（以下「第２次プラン」
という。）を定めました。
　今回策定する「健康づくり推進実施計画（第２次）」（以下、「実施計画（第２次）」と
いう。）は、第２次プランで定めた目標「県民一人ひとりが生涯にわたって健康で生き
生きとした生活ができる社会の実現」の達成のため、第２次プランの基本的な方向性に
基づき、具体的な目標や取組を定めるものです。

２┃計画の位置づけ
　１　健康増進法第８条に定める都道府県健康増進計画
　２　健康づくり推進条例（以下、「条例」という）第９条に定める健康づくりの推進に関
する施策の実施に関する計画
⎧「兵庫県健康づくり推進プラン（第２次）」（条例第８条に定める「健康づくりの⎫　　⎪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⎪　　⎩推進に関する基本的な計画」）に即して定める実施計画　　　　　　　　　　　　⎭

　３　そのほか、「２１世紀兵庫長期ビジョン」「兵庫県地域創生戦略」等との整合性を図り
策定します。
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３┃計画期間
　　平成３０（２０１８）年度から平成３４（２０２２）年度［５カ年］

４┃「兵庫県健康づくり推進プラン（第２次）」の概要
　１　位置づけ 　条例第８条に定める健康づくりの推進に関する基本的な計画
　２　計画期間 　平成２９（２０１７）年度から平成３３（２０２１）年度［５カ年］
　３　目　　標　　県民一人ひとりが生涯にわたって

　健康で生き生きとした生活ができる社会の実現
　４　基本方針　　○ライフステージに対応した取組の強化

○健康寿命の延伸に向けた個人の主体的な取組の推進
○社会全体として健康づくりを支える体制の構築
○多様な地域特性に応じた支援の充実

　５　内　　容　　目標、基本方針に基づき、次の４つの分野ごとに「取組の方針」等を
定めています。
○生活習慣病予防等の健康づくり
○歯及び口腔の健康づくり
○こころの健康づくり
○健康危機事案への対応

５┃実施計画（第２次）の推進
　１　施策の推進
　兵庫県庁内に設置している知事を本部長とする「健康ひょうご推進本部」を中心に、
本県の健康づくり施策を総合的に推進します。

　２　進捗状況の把握
　各目標の進捗状況等を把握するため、必要に応じて健康づくり実態調査等を行いま
す。

　３　進捗状況の報告・検証
　健康づくり施策にかかる実施状況、目標の進捗状況等について健康づくり審議会に
報告し、検証を行います。
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６┃本県における「健康寿命」について
　「健康寿命」には次の１～３のとおり３つの算定方法があります。
　本県では、３つの算定方法のうち客観的な基準（介護保険の要介護度）に基づき算出
される「日常生活が自立している期間の平均」を「健康寿命」としています。本計画に
おける「健康寿命」は特に注釈がない限り、「日常生活動作が自立している期間の平均」
を指します。

　１　「日常生活に制限のない期間の平均」

　厚生労働省が行う「国民生活基礎調査」の大規模調査（３年毎）における「あな
たは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」との問いに対して「１
ある」「２ない」の選択肢から「１ある」を不健康に、「２ない」を健康として集計
されたものがもとになっています。

　２　「自分が健康であると自覚している期間の平均」

　厚生労働省が行う「国民生活基礎調査」の大規模調査（３年毎）における「あな
たの現在の健康状態はいかがですか」との問いに対して「１よい」「２まあよい」
「３ふつう」「４あまりよくない」「５よくない」の選択肢から１～３を健康な状態、
４、５を不健康な状態として集計されたものがもとになっています。

　３　「日常生活動作が自立している期間の平均」

　介護保険の要介護度の要介護２～５を不健康な状態とし、それ以外（自立・要支
援１～２、要介護１）を健康な状態として集計されたものがもとになっています。

【参考】健康寿命の状況

［厚生労働省「厚生労働科学研究」］　
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女　　　性男　　　性区　　　　　分 Ｈ２８Ｈ２５Ｈ２２Ｈ２８Ｈ２５Ｈ２２
７４．７９７４．２１７３．６２７２．１４７１．１９７０．４２全　　　国

日常生活に制限のない期間の平均
（１２．３４）（１２．４０）（１２．７７）（８．８４）（９．０２）（９．２２）（平均寿命との差）
７４．２３７３．３７７３．０９７２．０８７０．６２６９．９５兵　庫　県
（１３．１０）（１３．１５）（１３．００）（９．１５）（９．７６）（９．７１）（平均寿命との差）
［３９位］［４４位］［３７位］［２１位］［４２位］［３５位］［全国順位］

７４．７２７３．３２７１．１９６９．９０全　　　国

自分が健康であると自覚している
期間の平均

（１１．８９）（１３．０７）（９．０２）（９．７４）（平均寿命との差）
７３．９８７２．７２７０．６５６８．９８兵　庫　県
（１２．５４）（１３．３７）（９．７３）（１０．６８）（平均寿命との差）
［４３位］［３９位］［３６位］［３９位］［全国順位］
８３．３７８３．１６７８．７２７８．１７全　　　国

日常生活動作が自立している期間
の平均

（３．２４）（３．２３）（１．４９）（１．４７）（平均寿命との差）
８３．４４８３．０２７８．９６７８．２８兵　庫　県
（３．０８）（３．０７）（１．４２）（１．３８）（平均寿命との差）
［２３位］［３３位］［１７位］［２０位］［全国順位］
８６．６１８６．３９８０．２１７９．６４全　　　国（参考）平均寿命 ８６．５２８６．０９８０．３８７９．６６兵　庫　県
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第第22222222222章章 本県の健康づくりをめぐる現状

１┃本県人口の将来推計等
　１　将来推計人口
　本県の人口は２０１０年頃から減少局面に入っており、２０４０年には２０１０年より概ね２割
減少し、約９２万人少ない４，６７３千人となり、１９７０年と同水準になる見込みです。

【表１】本県の人口推移予測（２０２０年以降は推計値）

［県ビジョン課推計等］　　　　　　　

　２　少子高齢化の状況
　本県の合計特殊出生率は平成２７年に１．４８と上昇しましたが、横ばいの傾向です。ま
た、出生数は減少傾向にあり、平成２８（２０１６）年は４４，１３２人でした。
　一方、高齢者人口、高齢化率はともに増加を続けており、２０２５年には高齢化率が３
割を超える見込みです。

【表２】本県の出生数と合計特殊出生率
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【表３】本県の高齢者人口と高齢化率の推移（２０２０以降は推計）

　

２┃本県の死因別死亡等
　主な生活習慣病である「悪性新生物」「心疾患」「脳血管疾患」が死因に占める割合は
５割を超え、依然として死因の上位を占めています。また、患者数では、「歯肉炎・歯
周疾患」「糖尿病」の伸び率が高くなっています。

 ［表４］死因の割合（H２８兵庫県） ［表５］総患者数（主な疾患：全国）

［厚生労働省「人口動態統計」より］　　
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腎不全

不慮の事故

（高血圧性除く）

（単位：千人）　
Ｈ２６
（２０１４）

Ｈ２３
（２０１１）主な傷病 Ｈ２３比

１１．５％１０，１０８９，０６７高 血 圧 性 疾 患

２４．８％３，３１５２，６５７歯肉炎・歯周疾患

１７．３％３，１６６２，７００糖 尿 病

９．３％２，０６２１，８８６高 脂 血 症

－５．１％１，８４６１，９４５う 蝕

７．３％１，７２９１，６１２心 疾 患

６．６％１，６２６１，５２６悪 性 新 生 物

－４．５％１，１７９１，２３５脳 血 管 疾 患

－１２．１％３０６３４８腎 不 全

［厚生労働省「患者調査」より］　



３┃平均寿命・健康寿命
　１　全　県
　本県の平均寿命、健康寿命はともに伸びています。
　第１次計画では、健康寿命を平成２２（２０１０）年から目標年である平成２７（２０１５）年
に男女とも１年延伸することを目標としていました。
　男性は１．１５年延伸し目標を達成しましたが、女性は０．７７年の延伸にとどまり、目標
は達成していません。
　また、平均寿命と健康寿命の差（不健康な期間）については、平成２２（２０１０）年と
平成２７（２０１５）年との比較では、ほぼ横ばいとなっています。（不健康な期間は、男
性は０．０２年長くなり、女性は０．０１年短くなっています。）

【表６】本県の平均寿命・健康寿命の推移

　本県では「健康寿命」を、日常生活動作が自立している状態を「健康」としており、
介護保険情報の要介護１以下の割合から算出しています。（詳細はＰ．３　参照、算出方
法は厚生労働省算定プログラムに準拠。）
　また、市町別の健康寿命を算定するため、著しく人口規模の小さい市町では年度ご
との要介護認定者数のばらつきがかなり大きいことから要介護認定データについては
複数年度の平均値を使用して算定しています。（Ｈ２２（２０１０）年の場合はＨ２１（２００９）
～２３（２０１１）年、Ｈ２７（２０１５）年の場合はＨ２６（２０１４）～２８（２０１６）年の３カ年平均）
　なお、「平均寿命」についても、同プログラムにより「健康寿命」とあわせて算出
しています。国が、死亡数、出生数、人口等を用いて算出し、５年毎に公表している
都道府県別生命表（平均寿命）とは、算出方法が異なっており、同プログラムにより
算出する値とは差が生じています。本計画において「健康寿命」との比較で使用する
「平均寿命」の値は、同プログラムによるものを指します。
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差（①－②）健康寿命②平均寿命①
兵　庫　県

女　性男　性女　性男　性女　性男　性

３．１９１．４４８３．９６７９．６２８７．１５８１．０６Ｈ２７ａ

３．２０１．４２８３．１９７８．４７８６．３９７９．８９Ｈ２２ｂ

０．７７１．１５０．７６１．１７伸び（ａ－ｂ）



　２　２次保健医療圏域別
　２次保健医療圏域別の健康寿命は、男性では最大で２．２４年（阪神北　８１．０３、淡路
７８．７９）、女性では最大で１．１１年（阪神北　８４．６０、西播磨　８３．４９）の差が生じています。

【表７】県内の２次保健医療圏域別の健康寿命（Ｈ２７年）

４┃県内地域別にみた状況
　本県の健康寿命は表７のとおり、圏域により差が生じていますが、特定健診結果や疾
病などの指標においても、地域間で差が生じています。

　１　メタボリックシンドローム該当者（４０～７４歳）（全県を１００とした標準化該当比）
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［男性］ ［女性］ 

女　性男　性 全県との差全県との差

─８３．９６─７９．６２全　県
△　０．０３８３．９３０．００７９．６２神　戸
△　０．０３８３．９３０．０１７９．６３阪神南
０．６４８４．６０１．４１８１．０３阪神北

△　０．２２８３．７４△　０．１９７９．４３東播磨
０．１７８４．１３０．２３７９．８５北播磨

女　性男　性 全県との差全県との差

△　０．４１８３．５５△　０．７８７８．８４中播磨
△　０．４７８３．４９△　０．７７７８．８５西播磨
０．５５８４．５１△　０．６６７８．９６但　馬
０．２４８４．２０△　０．４０７９．２２丹　波

△　０．０９８３．８７△　０．８３７８．７９淡　路

有意に高い有意に低い順位
市　川　町　（120．2）丹　波　市　（87．5）1
姫　路　市　（118．3）猪　名　川　町　（87．8）2
た　つ　の　市　（110．3）豊　岡　市　（88．5）3
加　古　川　市　（109．5）朝　来　市　（88．9）4
尼　崎　市　（105．0）川　西　市　（89．4）5

有意に高い有意に低い順位
市　川　町　（139．8）芦　屋　市　（58．7）1
上　郡　町　（133．9）川　西　市　（75．2）2
明　石　市　（133．5）神戸市東灘区（78．6）3
加　西　市　（131．6）丹　波　市　（78．9）4
姫　路　市　（121．1）神戸市北区　（80．5）5



　２　悪性新生物の標準化死亡比（SMR）（Ｈ２３～Ｈ２７）（全県を１００とした標準化該当比）

　３　糖尿病の標準化死亡比（SMR）（Ｈ２３～Ｈ２７）（全県を１００とした標準化該当比）
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５┃第１次計画の目標の進捗状況
　目標項目は、評価可能な１６０項目中、「達成」（４３項目）と「改善」（５５項目）が６割を
占め、概ね改善傾向にあります。

　※「改善がみられないもの」　計画策定時と目標値の差の±５％の範囲の変動のもの

　

第２章　本県の健康づくりをめぐる現状
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主な目標項目項目数達成状況

健康寿命の延伸（男性）、かかりつけ医を持つ人の割合、肺が
ん検診受診率、１２歳児の平均むし歯数、自殺者数　等４３目標を達成したもの

［◎］

健康寿命（女性）、特定健診受診率、がん検診受診率（肺がん
検診以外）、食塩摂取量、８０２０運動目標達成者（８０歳２０歯以上）５５目標は未達成だが、

改善したもの［○］

特定保健指導実施率、メタボリックシンドローム該当者・予備
群割合、習慣的に喫煙している人の割合、スポーツをする子ど
もの割合

６２改善がみられないも
の［△］※

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒する人の割合、日常生活
における歩数、未成年者の喫煙率（高校３年生）、ストレスを
大いに感じる人の割合

（２９）うち数値が悪化し
ているもの［×］ 

達成
状況

現状値目　標計画策定時主な目標項目・指標

◎㉗　７９．６２年
１年延伸

㉒　７８．４７年男　性
健康寿命の延伸（日常生活動作自立期間の平均）

○㉗　８３．９６年㉒　８３．１９年女　性
○㉗　７７．３６７．９㉒　８６．５７５歳未満のがんの年齢調整死亡率の減少（１０万人当たり）

生
　
　
活
　
　
習
　
　
慣
　
　
病
　
　
等

◎㉗　３０．７減少㉒　３６．８男　性
虚血性心疾患の年齢調整死亡率の減少（１０万人当たり）

◎㉗　１１．７減少㉒　１５．３女　性
◎㉗　３６．９減少㉒　４４．７男　性

脳血管疾患の年齢調整死亡率の減少（１０万人当たり）
◎㉗　１９．１減少㉒　２３．２女　性
○㉘　１５．９％２０％以上㉓　１４．２％（男　性）

ほぼ毎日体重を測定する人の割合の増加（２０歳以上）
○㉘　２３．８％３０％以上㉓　２２．７％（女　性）
◎㉘　７１．２％７０％㉔　６５．１％かかりつけ医をもつ人の割合の増加
○㉘　６７．１％７２％㉓　５９．８％健康診断を受ける人の割合の増加（２０歳以上）
◎㉗　５８９人６６６人㉒　６９４人糖尿病合併症（糖尿病による新規透析導入患者数）の減少
◎㉘　６３．８％５９％㉓　４８．９％糖尿病有病者のうち治療を継続している人の割合の増加
△㉗　４８．８％７０％㉓　４４．２％特定健診受診率の向上（４０～７４歳）
△㉗　１６．８％４５％㉓　１６．４％特定保健指導の実施率の向上（４０～７４歳）
△㉖　９．９％９％㉓　１０．３％予備群メタボリックシンドロームの予備群・該当者の割合の減少

（市町国保の県平均）（４０～７４歳） △㉖　１５．８％１２％㉓　１５．８％該当者
○㉘　３５．９％４０％㉒　２８．６％胃がん

がん検診受診率の増加
（４０歳以上、子宮がんのみ２０歳以上）
【職域を含むがん検診】

◎㉘　４０．７％４０％㉒　２０．４％肺がん
○㉘　３９．８％４０％㉒　２３．４％大腸がん
○㉘　４０．６％５０％㉒　３２．２％乳がん
○㉘　３８．１％５０％㉒　３２．６％子宮がん
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達成
状況

現状値目　標計画策定時主な目標項目・指標

○㉘　　９．７ｇ８．０ｇ⑳　１０．０ｇ食塩摂取量の減少（１５歳以上）

生
　
　
　
活
　
　
　
習
　
　
　
慣
　
　
　
病
　
　
　
等

○㉘　２８４．４ｇ３５０ｇ以上⑳　２４３．３ｇ野菜の１日当たり平均摂取量の増加（１５歳以上）
×㉗　５１．４％７１％以上⑳　６４．７％男　性

朝食を食べる人の割合の増加（２０歳代）
△㉗　６９．２％７７％以上⑳　７０．０％女　性
◎㉘　２１．７％２３％以下⑳　２５．３％女性２０歳代やせの人の割合の減少
×㉘　１４．５％１０％㉓　１２．４％男　性

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合の減少
×㉘　１０．３％５％㉓　　６．０％女　性
×㉘　７，７８２歩９，０００歩以上㉒　７，９６４歩男　性

日常生活における歩数の増加（２０歳以上）
×㉘　６，８１３歩８，１００歩以上㉒　７，０６３歩女　性
△㉘　５０．３％

９０％
（Ｈ３３目標）

㉓　５１．７％小学生
スポーツをする子どもの増加
（学校体育授業を除く、１日１時間以上） ×㉘　７８．４％㉓　８０．６％中学生

△㉘　５４．９％㉓　５４．５％高校生
△㉘　８３．５％９０％㉓　８５．２％（肺がん）

喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識を持って
いる人の割合の増加

△㉘　６５．４％８０％㉓　６７．６％（喘　息）
△㉘　６６．８％８０％㉓　６７．５％（気管支炎）
×㉘　４６．９％６０％㉓　４９．８％（心臓病）
△㉘　５０．３％６０％㉓　５１．５％（脳卒中）
×㉘　３１．８％５０％㉓　３３．８％（胃潰瘍）
△㉘　７５．９％９０％㉓　７８．４％（妊娠に関連した異常）
△㉘　４１．９％５０％㉓　４３．０％（歯周病）
△㉘　１４．２％１０％㉓　１４．４％全　体

習慣的に喫煙している人の割合の減少

△㉘　２４．８％１９％㉓　２５．８％男　性
○㉘　２７．９％２３％㉓　３１．６％３０代
△㉘　３７．０％２６％㉓　３５．５％４０代
×㉘　　７．１％４％㉓　　５．８％女　性
○㉘　　５．７％５％㉓　１１．４％３０代
◎㉘　　５．７％６％㉓　１０．０％５０代
○㉙　１５．８％１７％㉔　１３．２％禁煙指導を行う医療機関の割合の増加（ニコチン依存症管理料届出済医療機関）
×㉘　　２．０％０％㉓　　１．７％高３男

未成年者の喫煙をなくす
×㉘　　３．１％０％㉓　　１．９％高３女
△㉘　８７．１％９５％㉓　８６．１％（手洗い）

家庭での感染症予防対策に取り組む人の割合の増加
×㉘　６７．１％８９％㉓　７４．２％（うがい）
△㉘　４９．８％５９％㉓　４９．４％（マスク）
△㉘　３８．６％４８％㉓　４０．４％（ワクチン接種）
△㉘　６４．４％７７％以上㉓　６４．１％４０歳２８歯以上

８０２０運動目標達成者割合の増加

歯
　
及
　
び
　
口
　
腔

○㉘　８０．１％９２％以上㉓　７６．９％５０歳２５歯以上
○㉘　６８．４％７３％以上㉓　６１．１％６０歳２４歯以上
×㉘　４８．０％６４％以上㉓　５３．５％７０歳２２歯以上
○㉘　４０．２％４２％以上㉓　３５．２％８０歳２０歯以上
○㉘　５５．７％５６％以上㉓　４６．９％過去１年間に歯科健康診査を受診した人の割合の増加（２０歳以上）
○㉗　７１．５％８４％㉓　７０．０％かかりつけ歯科医をもつ人の割合の増加
○㉘　３８市町４１市町㉔　２５市町妊婦歯科健診、または歯科専門職による相談に取り組む市町数の増加
○㉗　８５．０％８７％以上㉓　８２．８％３歳児のむし歯のない人の割合の増加
○㉗　３２市町３３市町以上㉓　２９市町３歳児のむし歯のない人の割合が８０％以上である市町数の増加
◎㉘　０．７８歯１歯未満㉓　１．１８歯１２歳児での一人平均むし歯数の減少
○㉙　７３．８％８０％以上㉔　６５．８％障害者（児）入所施設での定期的な歯科健診実施率の増加
○㉙　３２．２％３５％以上㉔　２８．９％介護老人福祉施設及び介護老人保健施設での定期的な歯科健診実施率の増加



第２章　本県の健康づくりをめぐる現状

11

達成
状況

現状値目　標計画策定時主な目標項目・指標

◎㉘　９４２人１，０００人以下㉓　１，３０３人自殺者数の減少（年間）

こ
　
　
　
こ
　
　
　
ろ

◎㉗　４１市町４１市町㉔　２７市町産婦のうつチェックを実施する市町数の増加
◎㉘　４．８％５％以下㉓　６．２％眠れないことが頻繁にある人の割合の減少（中１、中３、高３）

○㉘　１５．０％１３％以下㉓　１６．１％ストレスがたくさんあったと感じる人の割合の減少
（中学１年生、中学３年生、高校３年生）

×㉗　２６．８％１８％以下㉓　２２．９％ストレスを大いに感じる人の割合の減少
×㉗　１６．４％９％以下㉓　１１．２％眠れないことが頻繁にある人の割合の減少
×㉘　５．３％１．８％以下㉓　２．３％男　性多量に飲酒する人の割合の減少

（１日平均純アルコール６０ｇを超えて飲む人の割合） ×㉘　２．６％０．２％以下㉓　０．３％女　性
◎㉘　１１千人１０千人─認知症予防教室を受講する人の増加
○㉘　３４０千人３５０千人㉖　２２０千人キャラバン・メイト、認知症サポーター数の増加

○

　（策定済）
　　１４市町㉘（策定中）
　　９市町

４１市町㉔　８市町災害時保健指導マニュアル策定市町数の増加
健
　康
　危
　機

◎㉗　６１．７％６０％以上⑳　４１．９％災害に備え、非常食等を備蓄している世帯の割合の増加



第第33333333333章章 基　本　目　標
　第２次プランの目標である「県民一人ひとりが生涯にわたって健康で生き生きとした生
活ができる社会の実現」の達成状況を計る具体的な指標として、基本目標を設定します。
　この基本目標の達成に向けて第４章の分野別取組のなかで個別の目標を設定して取組を
進めていきます。

１┃個人の主体的な取組に関する指標
【項　目】健康づくり活動の実践及び健康への意識の向上
　　　　自らの健康に無関心な人※の割合を減らすことを目指します。
　［現　状］　　　１３．２％（平成２８（２０１６）年度）
　［目　標］　　　減　少（平成３４（２０２２）年度）

　「自らの健康に無関心な人」とは、「平成２８年度兵庫県健康づくり実態調査」におい
て、「普段から健康に気を付けるよう意識していますか」との問いに対して「特に意
識をしておらず、具体的には何も行っていない」と回答した人を指します。
　健康寿命を伸ばし、県民が生涯にわたって健康で生き生きとした生活ができること
を実現するためには、個人が主体的に健康づくりに取り組むことが重要であることか
ら、個人の意識の変容をはかる指標として設定します。

２┃健康寿命に関する指標
【項　目】健康寿命の延伸

平成３２年の本県の健康寿命を平成２７年から１年延伸し、平均寿命との差（不
健康な期間）を短縮することを目指します。

［現　状］　　　男性　７９．６２歳　　女性　８３．９６歳　　（平成２７（２０１５）年）
［目　標］　　　１年延伸による不健康な期間の短縮（平成３２（２０２０）年）

　本県では「健康寿命」を、日常生活動作が自立している状態を「健康」としており、
介護保険情報の要介護１以下の割合から算出しています。（厚生労働省算定プログラ
ムに準拠、Ｈ２６～Ｈ２８の３カ年情報によりＨ２７の数値として算出しました。）
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　国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口（平成２９年推計）」では、
全国の平均寿命は、平成２７年から平成３２年にかけて男性で０．５６年（Ｈ２７：８０．７５年→
Ｈ３２：８１．３４年）、女性で０．６６年（Ｈ２７：８６．９８年→Ｈ３２：８７．６４年）伸びると推計され
ており、健康寿命も数値目標としては１年延伸とした上で、平均寿命と健康寿命の差
の短縮を目標とします。

【項　目】県内の２次保健医療圏域間の健康寿命の差の縮小
　　　　県内各圏域間の健康寿命の差を縮小することを目指します。
　［現　状］　　　圏域間の健康寿命の差
　　　　　　　　　　男　性　　２．２４年
　　　　　　　　　　女　性　　１．１１年
　［目　標］　　　圏域間の健康寿命の差の縮小

　本県は多様な地域特性を有しているという特徴があり、健康づくりの面においても、
死因、疾病、生活習慣等において地域特性があり、各種の指標において格差となって
現れています。
　そこで、地域格差を計る指標として圏域毎の健康寿命を設定し、圏域間の差の縮小
を目標として設定します。

圏域別の健康寿命（平成２７年）

　［男　性］
　　最も長い圏域　　　阪神北：８１．０３年
　　最も短い圏域　　　淡　路：７８．７９年　　差　２．２４年（８１．０３－７８．７９）
　［女　性］
　　最も長い圏域　　　阪神北：８４．６０年
　　最も短い圏域　　　西播磨：８３．４９年　　差　１．１１年（８４．６０－８３．４９）

第３章　基　本　目　標
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女　性男　性
８３．９３７９．６２神　戸
８３．９３７９．６３阪神南
８４．６０８１．０３阪神北
８３．７４７９．４３東播磨
８４．１３７９．８５北播磨

女　性男　性
８３．５５７８．８４中播磨
８３．４９７８．８５西播磨
８４．５１７８．９６但　馬
８４．２０７９．２２丹　波
８３．８７７８．７９淡　路
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